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伊丹市ＰＴＡ連合会会則 
 

 

第１章 名称および事務局 

 

第１条  本会は伊丹市ＰＴＡ連合会と称し、事務局を会長の定めるところに置く。  

 

 

第２章 目的および事業  

 

第２条  本会は、伊丹市立小学校、伊丹市立中学校、伊丹市立特別支援学校に在籍する児童または生

徒の保護者および教職員をもって、学校ごとに組織する会(本会則において「単位ＰＴＡ」と

いう。)が相互に連絡協調し、ＰＴＡ活動の発展と児童生徒の健全な成長 をはかるために、

よりよき教育環境をつくることを目的とする。 

 

第３条  本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 単位ＰＴＡ相互の連絡協調に関すること。 

(2) 会員の研修に関すること。 

(3) 学校教育の改善に必要なこと、および教育世論に関すること。 

(4) 関係機関、団体との連携に関すること。 

(5) 社会的環境の向上と地域社会の振興に関すること。 

(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業。 

 

第４条  本会の活動は、次の方針に基づいて行なう。 

(1) 単位ＰＴＡ活動を尊重する。 

(2) 自主的、民主的に運営し、活動する。 

(3) 自主独立のものであって他のいかなる団体の支配、統制、干渉をも受けてはならな

い。 

(4) 特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とした行為を行わな

い。 

(5) 伊丹市立学校の校長、教職員及び教育委員会の委員・事務局と学校問題について討議

し、またその活動を助けるために意見を具申し参考資料を提出するが、学校の管理や教

職員の人事に干渉するものではない。 

 

 

第３章 会員と組織 

 

第５条  本会は、単位ＰＴＡの全会員を会員とし、全単位ＰＴＡをもって組織する連合体をいう。 
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第４章 役員と任務 

 

第６条  本会には次の役員を置く。 

 会長１名、副会長２名または３名、事務局長１名、会計１名、および第14条により設置す

る各常置委員会委員長。事務局次長及び事務局員を必要に応じて置くことができる。 

 

第７条  役員の任務は次の通りとする。 

(1) 会長はこの会を代表し会務を統括する。また代議員会、理事会、役員会を招集し、代議

員会の議長となる。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。 

(3) 事務局長及び事務局次長は会の事務を掌る。 

(4) 事務局員は、本会と単位ＰＴＡとの連絡調整を担い、役員の職務を補佐する。 

(5) 会計は庶務会計を掌る。 

(6) 常置委員会委員長は常置委員会の会務を統括する。 

     2．役員の任期は次の通りとする。 

(1) 就任した日より、次年度定例代議員会までとする。 

(2) 再任を妨げない。 

(3) 欠員により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。 

3. 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決により解任でき

る。 

 

 

第５章 役員の選出 

 

第８条  役員の選出は次の方法によって行うものとする。 

(1) 会長、副会長、事務局長、事務局次長、事務局員および会計は、本会の会員(但し､単位

ＰＴＡの現正副会長および正副会長経験者に限る。)の中から選考委員会において推薦

し、代議員会の承認を得るものとする。 

但し各常置委員会委員長の選出は常置委員会委員で互選する。 

(2) 選考委員会の委員は、単位ＰＴＡ正副会長の中から中学校ブロックごとに１名を選 

出するものとする。 

また第１回の選考委員会は、総務委員会がこれを招集し、本会とは独立した委員会とし

て設置するものとする。 

(3) 役員に欠員が生じた場合は理事会において選出することができる。 

 

 

第６章 顧問 
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第９条  本会に顧問を置くことができる。 

(1) 顧問は前会長または会長が必要と認める場合ＰＴＡ連合会会長及び副会長経験者、小中

学校長会代表各１名とし、任期は第７条-２項に準ずるとする。但し、再任は妨げない。

  

(2) 顧問は、会長が委嘱する。 

(3) 顧問は会の運営について、会長の諮問に答える。 

 

 

第７章 会議 

 

第10条  本会の会議は代議員会、理事会および役員会とする。 

(1) 会議は事前に議案を示して会長がこれを招集する。 

 

 

第８章 代議員会 

 

第11条  代議員会はこの会の最高議決機関とし、その議決方法は次のとおりとする。 

(1) 代議員は各単位ＰＴＡより５名選出し、代議員会を構成する。当該年度、前年度の伊丹

市ＰＴＡ連合会理事各１名を含む５名の選出も可とする。 

(2) 代議員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。 

(3) 代議員会は、次に掲げる事項を議決するものとする。 

① 会則を設け又は改廃すること。 

② 事業計画及び収支予算を定めること。 

③ 事業報告及び収支決算を認定すること。 

④ 役員を選任すること。 

⑤ 会計監査委員・顧問を選出すること。 

⑥ 特別会計・基金を設置し又は廃止すること。 

⑦ 会費を変更すること。 

⑧ その他本会の目的を達成するために必要な事項を決定すること。 

(4) 代議員会の議長は、伊丹市ＰＴＡ連合会会長があたる。 

(5) 代議員会の定足数は代議員数の２分の１以上をもって成立し、議決は出席者の多数決と

する。但し、当期役員は議事採決に参加できない。 

(6) 議事採決が可否同数のときは、議長の決定によるものとする。 

(7) やむを得ない事由により会議に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、他の構成員を代理人として議事採決を委任することが出来る。この場合において

会議に出席したものとみなす。 

(8) 代議員会は原則招集による決議とし、役員会が必要と認めたときは、書面による決議を

行うことができる。 
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   2. 代議員会の議事は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成するものとする。 

(1)代議員会の日時及び場所 

(2)出席代議員数 

(3)議事の経過の概要及びその結果 

次に掲げる者は、議事録に署名押印するものとする。 

① 議長 

② 代議員会に出席した代議員の中から、代議員会において議長が指名した２名以上の

議事録署名人 

 

 

第９章 理事会 

 

第12条  理事会は、代議員会に次ぐ議決機関とし、定例理事会、臨時理事会を開くものとする。 

(1)  理事は原則として各単位ＰＴＡ会長もしくは副会長のうち１名がこれにあたる。 

但し、役員に選出された理事の所属単位ＰＴＡは改めて、理事１名を選出するものと 

する。 

(2)  理事は理事会を構成する。 

(3)  理事が欠席のときは所属単位ＰＴＡの代理者をもって意見を述べることが出来る。  

また議決に加わる権利を有するものとする。 

(4)  定例理事会は毎月１回とする。 

(5)  理事会は、次に掲げる事項を議決するものとする。 

① 代議員会の議決した事項の執行に関すること。 

② 代議員会に付議すべき事項。 

③ 常置委員会の設置、常置委員会委員の選出。 

④ 役員の解任及び欠員が生じた役員の選任。 

⑤ 事務局員の設置。 

⑥ その他代議員会の議決を要しない本会の会務執行に関する事項。 

また合わせて会務の報告、連絡、依頼を随時行なう。 

(6)  会長は必要に応じて臨時理事会を招集することができる。 

(7)  理事会の議長は伊丹市ＰＴＡ連合会副会長の内１名がこれにあたる。 

(8)  理事会の定足数は理事数の２分の１以上をもって成立し、議決は出席者の多数決とす 

 る。但し、可否同数のときは議長の決定によるものとする。 

(9)  役員は議決に加わる権利を有しないものとする。 

  (10) 定例理事会、臨時理事会は原則招集により開催するものとするが、役員会が必要 

と認めたときは、書面により開催することができる。 
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第10章  役員会 

 

第13条  役員会は第６条に掲げる役員及び顧問をもって構成する執行機関である。 

2.役員会に付議すべき事項は次のとおりとする。 

(1) この会の運営事項等についての企画、立案をする。 

(2) 理事会の委任事項ならびに緊急事項について処理する。 

(3) 兵庫県ＰＴＡ協議会の理事および代議員は、本会の役員の中より役員会にて選出し、本

会代議員会において報告とする。 

 

 

第11章 常置委員会 

 

第14条  第３条にあげる事業を推進するために、この会に各種常置委員会を設けることができる。 

(1) 常置委員会の設置については理事会の承認を得るものとする。 

(2) 常置委員会の委員は理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。 

(3) 常置委員会の運営に関する事項は別に定める。 

(4) 常置委員会の委員の任期は第７条-２項に準ずる。 

 

 

第12章 会計 

 

第15条  本会の会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日までとする。 

 

第16条  本会の会費は、各単位ＰＴＡの児童、生徒数を基準として徴収する。 

 

第17条  本会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。資産は会長が管理し、その実務は会計

  が行なう。 

2. 本会の経費は、総会において議決された予算に基づいて執行する。 

3. 総会において議決された予算費目の運用について、年度途中で過不足が生じた場合、予算総

額の範囲内において、理事会の承認を経て、費目の転用ができる。 

4. 当期の決算において剰余金が生じた場合は、次年度会計へ繰り越すこととする。また年度

替りにおいて新年度予算未成立の場合は、新予算の成立するまで前年度予算に準じて収支

をする。 

5. 会費の変更については、代議員会の承認を受けなければならない。 
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第13章 会計監査 

 

第18条  会計監査は本会の会計監査を行い、代議員会において報告する。 

2. 会計監査は代議員会において会員の中から２名選出するものとする。但し、役員は除く。 

3. 会計監査は会計に、会計書類の提出、説明を求めることができる。また中間監査、決算監査

以外においても会計処理において疑義がある場合は臨時監査ができる。 

4. 監査委員の任期は、第７条第２項に準ずるとし、再任を妨げない。 

 

 

第14章 その他 

 

第19条  関係機関および団体への派遣役員は、本会の役員および理事の中より会長が選任し、理事

会において報告する。 

 

第20条  この会則は代議員会において、代議員の３分の２以上の同意を得て、改正することができ  

  る。 

 

第21条  慶弔規定 

(1) 役員会の承認を得て慶弔費を出すことができる｡ 

(2) ＰＴＡ活動に顕著な功績があった単位ＰＴＡ並びに単位ＰＴＡ会員に対して、役員会の

決定により褒賞を行なうことができる。 

 

第22条  個人情報保護規定 

    本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「個

人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。  

 

附則    この会則は、昭和26年10月１日から施行する。 

 

         昭31. 6. 8   昭38. 6.20    昭40. 4.17   昭42. 4.12   昭47．5.30   昭49. 6. 6    

昭52. 6. 8   昭56. 6. 9    昭60. 3.19   平 1. 5.30   平 3. 5.22   平 5. 5.20 

         平 6. 5.19   平 8. 5.23    平 9. 5.22   平11. 5.20   平14. 5.23   平21. 5.14 

 平26. 5.15  平26.11. 5    平30. 5.18   令 3. 5.20  令 4. 5.25   令 5. 5.19 

令 7. 5.21 

 

 

一部改定施行する。  
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伊丹市ＰＴＡ連合会会則に基づく内規、運営細則  

 

 

第1章  【内規・運営細則】 

第1条  目的 

    伊丹市ＰＴＡ連合会会則において、別に定めるとした事項、具体的表記がない事項、会

則にはないが運営上必要とされる事項について内規・運営細則として規定する。  

 

第2条  位置付け 

    伊丹市ＰＴＡ連合会会則を補完するものとして内規・運営細則をもつ。また会員全ての

者が閲覧できる権利を有し、閲覧請求があった場合は拒むことはできない。  

 

第3条  改廃 

    内規・運営細則の改廃は役員会において議案上程された場合、又は理事会において議案

上程された場合は速やかに直近の役員会において協議、必要に応じて理事会にて意見聴

取し、次回開催の役員会において審議する。  

   2.議決に関する定足数は役員会構成員数とし、出席者の過半数をもって議決とする。  

   3.議決の結果は直近の理事会において報告する。  

   4.内規・運営細則は常に最新のものを事務局長・事務局次長・事務局にて管理する。  

 

 

第2章  【内規】 

第4条  常置委員会運営 

伊丹市ＰＴＡ連合会は常置委員会として、総務委員会、成人教養委員会、愛護厚生委員会を

設置する。 

【伊丹市ＰＴＡ連合会会則第１４条（３） 常置委員会の運営に関する事項】 

2.常置委員会は適宜開催することとし、役員会にて結果報告並びに連絡調整を行う。 

3.常置委員会は委員の半数以上が出席しなければ成立しない。  

4.常置委員会は実務機関であるため、常置委員長は代議員会、理事会、役員会への出席を課

す。但し欠席のときは所属委員会の代理者をもって意見を述べることが出来る。また議決に

加わる権利を有するものとする。 

5.常置委員会会計は予算書に基づき適正に処理をする。 

   6.常置委員会委員長の選任免除規定として単Ｐ執行部役員が連Ｐ執行部役員となる場合に限り

当該年度の選任を免除する。単Ｐ組織図をもって連Ｐ執行部役員が単Ｐ執行部役員であるこ

とを確認する。 

   【伊丹市ＰＴＡ連合会会則第８条（１）役員選出に関する事項】 

 



8 

 

 

第5条  会費確定基準日 

    本会の会費は、各単位ＰＴＡの当該年５月１日時点の児童、生徒数を基準として徴収する。 

【伊丹市ＰＴＡ連合会会則第１６条 本会の会費に関する事項】 

 

第6条  会計監査 

  会計監査は収支決算書及び預金通帳、領収書、出納簿等その帳票類により、当該年度の

会計の監査を行い、代議員会の前日までに会長へ監査結果の意見書を提出し、監査結果

を代議員会に報告するものとする。また会計監査は期中、期末の２度行うこととする。  

 【伊丹市ＰＴＡ連合会会則第１８条 会計監査に関する事項】 

 

第7条  慶弔費 

    慶弔費の内容 

祝い事（慶事）における祝儀、または葬儀（弔事）における香典などとする。 

またＰＴＡ活動に顕著な功績があった単位ＰＴＡ並びに単位ＰＴＡ会員に対して、役員会の

決定により褒賞を行なう。 

具体的には見舞金、香典等の慶弔金の他、祝いの品、記念品、花輪、供花などが含まれる。  

2.慶弔の範囲 

当該年度伊丹市ＰＴＡ連合会役員（執行部・顧問・常置委員長）及び事務局員、単位ＰＴＡ

会長とする。 

役員、事務局員、単位ＰＴＡ会長本人並びに役員の配偶者及び、その子を範囲とする。 

市長、教育長、教育委員または上記規定を準用することとする。  

3.慶弔金等 

単Ｐの褒章等     記念品等  （単Ｐ及び児童・生徒含む） 

連Ｐ功労       記念品等  （表彰・感謝状含） 

本人の死亡金     10,000円  （弔電・献花） 

配偶者及び、その子 （役員会了承にて） 

4.喫緊の場合は会長の判断により役員会への承認なく慶弔内規に基づき支弁できる。但し直近

の役員会にて報告と承認を得ることとする。 

5.慶弔金等の変更は役員会にて協議、審議をして決定する。 

 

 

第3章 【運営細則】 

第8条 事務局保管書類 

      書類保管の責任者は会長とし、その実務を事務局長、事務局次長並びに事務局員に委任

する。 

2.書類保管期限を原則５年とする。期限が到来した物は廃棄とする。但し電子化できる資

料はできる限り対応する。電子書類は必ずホルダーに作成年月日又は更新年月日を入れ

http://www.weblio.jp/content/%E7%A5%9D%E3%81%84%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E6%85%B6%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E7%A5%9D%E5%84%80
http://www.weblio.jp/content/%E8%91%AC%E5%84%80
http://www.weblio.jp/content/%E5%BC%94%E4%BA%8B
http://www.weblio.jp/content/%E9%A6%99%E5%85%B8
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て管理する。 

3.保管期限の例外として以下の書類、冊子、資料等は厳正に保管する。  

①  伊丹市ＰＴＡ連合会 代議員会資料 

②  各単位ＰＴＡ周年記念誌 

③  その他役員会にて特に保管が必要と認めたもの  

 

4.事務局長は期首、期末において書類、冊子、資料等が厳正に保管されているか確認し、

役員会にて報告する。 

 

第9条   派遣役員報告 

出向先の会議等が開催された場合は出席の有無、内容、依頼事項、要望事項、今後の

予定等を役員会にて報告する。理事会にて派遣役員報告すべきか否かは役員会にて決

定する。 

 

第10条   サポーター制度（寄付）に関する事項 

【目的】 

伊丹市ＰＴＡ連合会の活動を支援していただける企業様を募り、活動をサポートして

いただく。 

【内容】 

伊丹市ＰＴＡ連合会の活動をサポートしてくださる企業様を１口１０，０００円にて

募集する。 

広告は伊丹市ＰＴＡ連合会代議員会資料、各種講演会のパンフレット等にご芳名を掲

載する。毎年の更新としてご案内する。更新のご案内は１月から３月の期間に行い、

次年度の予算作成に影響が出ないように配慮する。事務局長が書類作成の上、会長の

確認を取りご案内する。 

 

第11条   伊丹市ＰＴＡ連合会 議案上程、要望ルール 

単位ＰＴＡ（以下単Ｐ）から伊丹市ＰＴＡ連合会（以下連Ｐ）規約等改正議案の上

程、単Ｐから連Ｐの運動や運営に関しての要望、単Ｐから連Ｐに対して単Ｐの運動や

運営に関して助言、協力等を求める場合のルールを以下の通りとする。  

1. 単Ｐ理事会等で上程議案、要望書、助言・協力等を求める内容を協議・審議し、連Ｐ  

事務局に文書にて提出してください。任意の書式で構いません。  

2. 提出期限は役員会開催日の１週間前を期日とします。  

3. 喫緊の要件の場合は役員会当日に文書、資料とともに単Ｐ会長または連Ｐ理事の皆様

が役員会にお持ちください。その際は必ず連Ｐ事務局まで事前連絡をお願い致しま

す。 

4. 連Ｐ役員会にて上程議案、要望書、助言・協力等を求める内容を説明いただきます。  

5. 提出いただいた文書・資料を基に連Ｐ役員会にて協議・審議いたします。  
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結果は上程議案、要望書については連Ｐ理事会にて報告させていただき、必要に応じ

て理事会にて協議・審議いたします。特に単Ｐにて行われる事業への連Ｐ役員出席要

請は、日程等の調整が必要なため、できる限り早期に文書にて要請願います。助言・

協力については当該単Ｐに速やかに報告させていただきます。また内容が秘匿すべき

事案の場合は配慮致します。 

 

第12条 個人情報取り扱い規定 

（目的）  

 この個人情報取扱方法は、本会が取得・保有する個人情報の適正な取り扱いを定めること

により、事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員の権利・利益を保護す

ることを目的とする。  

（指針）  

2. 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理を行う。

活動においても個人情報の保護に努め、要配慮個人情報は取り扱わないものとする。  

（周知）  

3. 個人情報の取り扱い方法は、代議員会資料または理事会通知等により会員に周知する。  

（利用目的）  

4. 本会では個人情報を次の目的のために利用する。  

（１）会費請求、本会管理事務等のための連絡  

（２）文書等の送付  

（３）本会役員・常置委員・理事名簿等の作成  

（個人情報の取得）  

5. 本会が取り扱う個人情報及び利用の同意については、本会会長に書面で提出された次の事

項とする。  

氏名、電話番号、その他必要とするもので同意を得た事項  

（同意の取り消し）  

6. 会員は、取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または全ての事

項について、同意を取り消すことができる。 

不同意の申し出があった場合、直ちに該当する個人情報を廃棄または削除しなければな

らない。ただし、名簿などとして既に配布しているものについては、削除の連絡をする

ことでこれに替える。  

（安全管理措置）  

7. 個人情報は、本会が適正に管理する。 管理総括責任者は本会会長とする。実務責任者は

事務局長とする。 

本会は、取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理の

ため、組織的、人的、技術的に適切な措置（以下「安全管理措置」という。）を講じるも

のとする。 

安全管理措置は、「取得・入力」「利用・加工」「保管・保存」「移送・送信」「消去・廃
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棄」の個人情報の管理段階に応じて定めるものとする。但し、各段階を通じた措置を定

めることを妨げない。不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。  

（第三者提供の制限）  

8. 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者

に提供してはならない。  

（１）法令に基づく場合  

（２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき  

（３）公衆衛生の向上または児童生徒の健全育成の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であるとき  

（４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

9. （実務上の留意事項） 

本会の取得保有する個人情報は電子的記録媒体及び文書保管を基本とする。 

  管理総括責任者は、取り扱う個人情報等の取扱い状況を確認できる手段として以下の事項

を含む台帳等を整備するとともに、適宜に見直しを行うものとする。 

    ① 取得項目 

    ② 利用目的 

    ③ 保管場所・保管方法・保管期限 

10. （漏えい時の対応） 

  個人情報の漏えい等の事故または違反の発生あるいはその恐れのある場合は、直ちにその

旨を管理総括責任者に報告し、その指示を求めなければならない。 


